
厚生労働大臣の定める掲載事項 

当院は、厚生労働大臣が定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です 

・入院基本料について 

当院は、急性期一般入院基本料 4 の届出を行っており、当院の病棟では入院患者 10 人に対し、 

1 人以上の看護職員(看護師及び准看護師)を配置しております。また、1 日に 20 人以上の看護要

員（看護師、准看護師および看護補助者）が勤務しており、時間帯毎の配置は次のとおりです。 
 

看護要員（看護師、准看護師及び看護補助者）の配置 
 

時間帯 看護要員 1人あたりの受け持ち人数 

9：00～17：00  3人 以内 

17：00～ 9：00 15人 以内 
 

・特別療養環境の提供（室料差額）について 

当院は、健康保険法に定める特定療養の規定に基づき、療養 00000 環境の向上に努めておりま

す。以下の病室への入室をご希望される場合には、１日につき次の料金をご負担いただくことに

なります。 

  

 

 

 

 

 

・明細書の発行状況に関する事項 

当院では、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進して いく観点から、領収証の発行の

際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。 

明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点を御

理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合、その代理の方への発行を含めて、明細書の

発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出下さい。 

区分 病棟番号 床面積 主な設備／備品 料 金 

個室 

302 20㎡ 
和室（畳）スペース付、 

室内トイレ有、シャワー有 
16,500円(税込) 

215 18㎡ 室内トイレ有、シャワー有 16,500円(税込) 

203・204・205 

207・303・307 

13㎡ 

（307は２人床） 
室内トイレ有、シャワー有 11,000円(税込) 

202 11㎡ 室内トイレ有 9,350円(税込) 

211 18㎡  7,700円(税込) 

準個室 201 
4床室につき 4床で 45㎡ 

おひとりあたり 11.25㎡ 
家具付き 4,950円(税込) 

区分 病棟番号 床面積 主な設備／備品 料 金 

個室 

302 20 ㎡ 
和室（畳）スペース付、 

室内トイレ有、シャワー有 
16,500 円(税込) 

215 18 ㎡ 室内トイレ有、シャワー有 16,500 円(税込) 

203・204・205 

207・303・307 

13 ㎡ 

（307 は２人床） 
室内トイレ有、シャワー有 11,000 円(税込) 

202 11 ㎡ 室内トイレ有 9,350 円(税込) 

211 18 ㎡  7,700 円(税込) 

準個室 201 
4 床室につき 4床で 45 ㎡ 

おひとりあたり 11.25 ㎡ 
家具付き 4,950 円(税込) 



・地方厚生局長等へ届け出た全ての届出医療 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
□診療録管理体制加算 3 

□医師事務作業補助体制加算１ 

□病棟薬剤業務実施加算１ 

□歯科外来診療医療安全対策加算 1 

□歯科外来診療感染対策加算 1 

□機能強化加算 

□せん妄ハイリスク患者ケア加算 

□感染対策向上加算 3 

□入退院支援加算 

□初診料（歯科）の注 1 に掲げる基準 

□情報通信機器を用いた診療に係る基準 

 

<基本診療科> 

□急性期一般入院料４ 

□地域包括ケア入院医療管理料２ 

□急性期看護補助体制加算 

□患者サポート体制充実加算 

□データ提出加算 

□医療安全対策加算２ 

□救急医療管理加算 

□療養環境加算 

□重症者等療養環境特別加算 

□医療DX推進体制整備加算 

 

 

 

□時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト 

□外来腫瘍化学療法診療料１ 

□外来・在宅ベースアップ評価料（Ｉ） 

□歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ｉ） 

□入院ベースアップ評価料 67 

□糖尿病合併症管理料 

□早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 

□別添 1の「14 の 2」の 1 の（3）に規定する在宅療養支援病院 

□看護職員処遇改善評価料 45 

□在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料 

□医科点数表第 2章第 10 部手術の通則の 16 に掲げる手術 

□CAD/CAM 冠及び CAD/CAM インレー 

□脳血管疾患等リハビリテーション科(Ⅲ) 

□ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 

 

<特掲診療科> 
□がん性疼痛緩和指導管理料 

□がん治療連携指導料 

□外来化学療法加算Ⅰ 

□地域医療連携体制加算 

□薬剤管理指導料 

□検体検査管理加算(Ⅰ) 

□在宅がん医療総合診療科 

□歯科口腔リハビリテーション科２ 

□歯科治療時医療管理料 

□CT撮影及びMRI 撮影 

□エタノールの局所注入（甲状腺） 

□無菌製剤処理料 

□運動器リハビリテーション科(Ⅲ) 

□呼吸器リハビリテーション科(Ⅱ) 

□酸素の購入価格の届出 

□クラウン・ブリッジ維持管理料 

□夜間休日救急搬送医学管理料の注 3 に規定する救急搬送看護体制加算 

<その他> 
□入院時食事療養（1）・入院時生活療養（1） 

□酸素の購入単価 



・入院診療計画書、院内感染予防対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制について 

当院では、入院の際に医師を始めとする関係職員が共同して、患者さんに関する診療計画を策定

し、７日以内に文書によりお渡ししております。また厚生労働大臣が定める院内感染予防対策、

医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制の基準を満たしております。 

 

・入院医療費について 

入院費医療費の算出方式は、一般病床では出来高方式（診療行為ごとに医療費を算出する方法）、

地域包括ケア病床では包括方式となっております。 

 

・入院時食事療養及び入院時生活療養について 

当院は、厚生労働大臣の定める「入院時食事療養（Ⅰ）」に関する基準の適合病院であり、関東信

越厚生局長に届け出を行い、管理栄養士によって年齢、病状による適切な栄養量及び適切な内容

の食事を適時適温で提供しております。（朝食８：００ 昼食１２：００ 夕食１８：００） 

また、医師の発行する食事箋に基づき、疾患に適応した特別食も提供しております。 

 

・保険外負担に関する事項 

当院では、証明書・診断書などにつきましては、その利用回数に応じた料金（実費相当額）を 

ご負担いただくことになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



・医療従事者の負担軽減の取り組みについて 

当院では、医療従事者の業務負担の軽減及び勤務環境改善のため、 

以下の取り組みを行っております。 

 

 


